
 

松並青葉東町内会会則 
 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本町内会の名称は「松並青葉東町内会」（以下「本町内会」という。）とする。 

 

（目的） 

第２条 本町内会は、住民による自律と共助の精神のもと、地域社会の一員として、住環境の維

持・改善、住民相互の親睦・福祉増進を図り、より良いまちづくりを推進することを目的とす

る。又、特定の思想・信条や政党に偏ることなく、営利を目的とする行為は行わない。 

２．住民による「自律と共助」とは、以下のとおりと定める。 

（１）自律：居住者としての自律した責任を負う。 

（２）共助：自律した個人同士が協働してコミュニティを育み、住民自治として「まちづくり

憲章」の実践及び町内会運営を図る。 

（３）本町内会は、自治体や住民ボランティア組織などと連携し、暮らしの質を高める。 

３．守谷市松並土地区画整理事業では、施行区域に対し、以下の「まちづくり憲章」を定めて

いる。本町内会もこの「まちづくり憲章」に則り、住民が協力して地域のまちづくりに取り

組む。 

 

《 まちづくり憲章 》 
 

●安全に安心して暮らせるまちづくり 

●緑を育み、快適で美しいまちづくり 

●子どもから高齢者まで人々が交流し、楽しく明るいまちづくり 

●歴史・文化に触れ、心豊かに過ごせるまちづくり 

●資源やエネルギーを大切にするまちづくり 

●この街で育った子供たちが、戻ってきたくなるまちづくり 

 

（区域） 

第３条 本町内会の区域は、図１（本会則８頁）のとおりとする。 

 

（集会所の所在及び名称） 

第４条 本町内会の集会所を守谷市松並青葉四丁目21番地９に置く。 

２．集会所の名称は「松並東自治会館」（以下「自治会館」という。）とする。 

 ３．自治会館は「松並青葉東集会所の使用に関する協定書（平成28年 5月26日締結）」の定め

に基づき、本町内会、北園町内会及び沼崎山永泉寺の三者が共同で使用するものとする。 

 ４．自治会館の管理・運営は、本町内会と北園町内会が対等な立場で、協同して実施するもの

とし、その執行部は、両町内会の役員による「松並東自治会館運営委員会」（以下、「会館

運営委員会」）とする。 

５．自治会館の使用及び管理・運営については、別に「松並東自治会館の使用及び管理・運営

規則」を定める。 

 

（活動） 

第５条 本町内会は、次の号に掲げる活動を行う。 

（１）自治体からの各種印刷物等の配付、回覧 

（２）自治体の事務執行上必要な事項への協力等 

（３）募金等の徴収 
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（４）住環境の維持、風紀、秩序及び安全（防犯）に関する活動 

（５）防災・減災への対応及び活動 

（６）会員及び準会員の親睦、地域や地区のコミュニティ形成に関する活動 

（７）会費等の徴収、保管・運用、会計業務等 

（８）自治会館の修繕積立基金及び修繕積立金等の徴収、自治会館の管理・運営業務等 

２．本条第１項第７号の会費等に関しては、別に「会費及び報酬等に関する規則」を定める。 

３．本条第１項第８号の修繕積立基金及び修繕積立金等に関しては、「松並東自治会館の使用

及び管理・運営規則」に定める。 

 

第２章 会員及び役員 

第１節 会員 

（会員の資格・退会等） 

第６条 本町内会区域に居住する個人は、本町内会の会員となることができる。 

 ２．会員は、本町内会区域の居住者でなくなった場合、その資格を失う。 

 ３．会員となる者、退会する者又は会員の資格を失った者は、速やかに本町内会に届け出るも

のとする。 

 ４．会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。 

 （１）第３条に定める区域内に住所を有しなくなった場合 

 （２）本人より退会届が会長に提出された場合 

 ５．会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する 

 

（準会員の資格） 

第７条 本町内会区域内で、居住せず事業を営む者は、本町内会の準会員となることができる。 

 ２．準会員は、事業を停止した場合、その資格を失う。 

 

第２節 役員 

（定数と役職） 

第８条 役員の定数は、理事４～１０名、監事１～２名とする。 

 ２．理事の役職は次のとおりとする。 

（１）会 長   １名  ※行政への届け出においては「区長」 

（２）副会長   １名 

（３）会 計 １～２名 

３．役員の役職は、選任された役員の互選により決定する。 

４．役員は、退任後を含め、正当な理由なく会員等の個人情報を漏らしてはならない。 

５．役員は、「会費及び報酬等に関する規則」に定める報酬を受けることができる。 

 

（理事の職務） 

第９条 理事は、協同して本会則第５条の活動に関する職務を遂行する。 

２．会長は、本町内会を代表し、自律的な町内会活動を統括する。 

３．副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の任務を

代行する。 

４．会計は、本町内会の運営資金等を管理し、収支決算を行う出納責任者である。 

 

（監事の職務） 

第１０条 監事は、本町内会の理事が行う会計処理及び資産管理等について監査し、その結果を

総会に報告する。 
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２．監事は、理事の会計処理及び資産管理等について不整があると認めたときには、臨時総会

を開催することができる。 

 

（役員の選出） 

第１１条 役員は、会員のうちから総会で選出するものとする。 

２．前項の選出の方法は、総会の議決により投票又は選考とする。 

３．選考の場合は、総会出席者の過半数の議決を経て役員を決定する。 

４．役員立候補者は１住戸につき１人とする。 

５．役員立候補者が役員改選定数に満たない場合は、抽選により役員改選定数を満たすよう、

新役員候補者を選出する。 

６．抽選により役員を選出する場合、次の各号に該当する者は抽選の対象から除外する。 

（１）過去１０年以内の役員経験者 

（２）抽選対象者に過去１０年以上前の役員経験者と未経験者がいる場合、この役員経験者

（但し、この者については本町内会の状況等によって、必ずしも抽選の対象から除外される

とは限らないが、可能な限り除外することとする。） 

（３）新年度班長予定者とその翌年度班長予定者 

（４）高齢や健康等の理由により役員の職務遂行が困難と役員会が認めた者 

 

（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は１期２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２．役員は、会員の資格を失った場合、その地位を失う。 

３．役員が欠員により下限の定数を下回った場合、直ちに総会を開催し、役員を補充するもの

とする。又補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４．役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を遂行しな

ければならない。 

 

第３章 会議・組織等 

第１節 総会 

（総会） 

第１３条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、第１６条に規定する議決権を有する会員により

構成する。 

２．定時総会は、毎年１回とし、会計年度終了後速やかに会長が開催し、総会の議長は会長が

務める。 

３．臨時総会は、役員会又は監事が必要と認めた場合、又は議決権を有する会員の５分の１以

上が要求した場合に開催する。 

 

（開催手続） 

第１４条 総会を開催する場合、総会開催日の１週間前までに、開催日時、場所及び目的を示し

て、会員に通知しなければならない。 

 

（出席資格） 

第１５条 会員のほか、役員が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 

 

（議決権） 

第１６条 会員は、各々ひとつの議決権を有する。 
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（総会の成立及び議決） 

第１７条 総会は、総会員の過半数が出席したとき成立する。 

２．次の各号に掲げる事項については、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

（１）収支決算及び活動報告 

（２）収支予算及び活動計画 

（３）役員の選任 

（４）規則の改廃 

（５）その他、役員会が本町内会の運営上必要と認めるもの 

３．次の各号に掲げる事項については、総会員の３／４をもって決する。 

（１）本会則の改廃 

（２）本会則第２７条に規定する資産の第５条に規定する活動以外における運用。 

（３）本会則第２７条第１号に規定する資産の処分。ただし、汚損等により使用できなくな

った什器備品等の処分は除く。 

４．議決権を有する会員は、総会に出席できない場合、あらかじめ通知された議決事項につい

て書面をもって表決すること、又は他の者に委任することによって表決することができる。

この場合、その会員は総会に出席したものとみなす。 

 

（議事録の作成、保管） 

第１８条 総会の議事について、議長は理事の中から書記を任命し、次の各項目の内容を記した

議事録を作成しなければならない。 

（１）総会開催日時及び場所 

（２）議決権を有する会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む） 

（３）開催目的、審議事項及び議決事項 

（４）議事の経過の概要及びその結果 

 

第２節 役員会 

（役員会） 

第１９条 役員会は、理事により構成する。 

２．監事は、その職務遂行上必要な場合、役員会に出席することができる。 

３．役員会の議長は、会長が務める。 

 

（役員会の開催） 

第２０条 役員会は、原則として毎月１回開催する他、会長が必要と認めた場合に開催する。 

２．会長以外の役員が半数以上の役員の同意を得て役員会の開催を請求した場合、会長は速や

かに役員会を開催しなければならない。 

３．役員会の開催手続きについては、原則として第１４条の規定を準用する。 

 

（役員会の開催及び議事） 

第２１条 役員会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は出席理事の過半数で決する。 

２．次の各号に掲げる事項は役員会の議決を要するものとする。 

（１）総会の議案書 

（２）活動の具体的方法 

（３）資産の保有及び管理の具体的方法 

（４）その他役員会において必要と認めた事項 
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３．理事が役員会に出席できない場合、同居する配偶者又は一親等の親族を代理人として、委

任出席することができる。この場合、当該理事は代理人に対する委任状を会長に提出すると

ともに、その役員会における代理人の意見及び議決について全責任を負う。 

４．議事録については、第１８条の規定を準用する。 

 

第３節 班及び部会 

（班及び班長） 

第２２条 会員の生活を支援する本町内会活動の最小単位として班を設け、各班に班長を置く。 

 ２．班長は、役員以外の会員から選任する。 

３．班長の任期は１年とし、班内の輪番制で班長の任に当たることを原則とする。但し、新年

度班長予定者とその翌年度班長予定者が立候補により役員に選出された場合、その者は、役員の

任期中、班長の輪番制から免除され、役員退任後に班長選任を遡及されない。 

４．班長は、「会費及び報酬等に関する規則」に定める報酬を受けることができる。 

 

 

（班の構成） 

第２３条 班の構成（区域）は、図２（本会則９頁）に示すとおりである。 

 ２．班の区域は、原則としてゴミ集積所の収集区域と同一とする。 

３．班の区域を変更しようとする者は、変更の対象となる会員全員の賛成をもって役員会に届

け出て、役員会の承認を得るものとする。 

 

（班長の職務） 

第２４条 班長の職務は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）会費、募金等の徴収 

（２）行政及び役員会からの各種印刷物の配付及び回覧実施等 

（３）会員に対する所定の書類による届け出の依頼・収集 

（４）街の管理・運営に関係する「情報や会員の意見等」の役員会への伝達 

（５）町内会の行事の運営等に関する役員会の補助 

（６）その他役員会からの依頼・指示事項 

 

（部会の設置） 

第２５条 本町内会は、第５条に掲げる活動のうち環境の維持、防犯及び防災に関して、会員の

自発的、自律的活動を促進し、支援するため、役員会の下に部会を設けることができる。 

 ２．部会を設置する場合、正副会長、会計以外の理事が部長を務める。 

 

（祭事・親睦会等への支援） 

第２６条 会員が親睦やコミュニティ形成を目的に行う祭事や親睦会等に対して、本町内会は、

その活動費の全て又は一部を補助することができる。 

２．祭事を行う場合、有志による祭事実行委員会を設置し、企画・運営を行うものとする。 

３．本町内会費から補助を得る親睦会等を設立しようとする場合、その代表者は、親睦会等の

目的、活動方針案及び予算案等について、役員会の承認を得なければならない。 

４．祭事費用及び親睦会等の活動費補助は、年度予算の範囲内において、役員会で決定する。 

５．祭事実行員会は、事前の予算案と事後の決算について、又親睦会等は年度末の決算と次年

度予算案について、役員会に報告しなければならない。 

６．各年度の祭事及び親睦会等の予算の余剰金は、その目的毎に積み立てることができるもの

とする。 
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第４章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第２７条 本町内会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）別に定める資産目録の資産 

（２）守谷市からの業務委託費 

（３）会費 

（４）自治会館の修繕積立基金及び修繕積立金 

（５）活動に伴う収入 

（６）資産から発生する収入 

（７）その他の収入 

 

（資産管理） 

第２８条 本町内会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 

 

（活動計画及び予算） 

第２９条 会長は、毎会計年度の活動計画案及び予算案について、毎会計年度開始前に総会の議

決を得なければならない。 

２．予算を変更しようとするときは、会長は、臨時総会を開催し、総会の議決を得なければな

らない。 

３．年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算

が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。 

 

（会計年度）  

第３０条 本町内会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第３１条 会長は、毎会計年度の事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の会

計監査を経て、毎会計年度終了後三月以内に総会の承認を得なければならない。 

 

（会費及び自治会館修繕 

積立基金・修繕積立金の納入） 

第３２条 会員及び準会員は「会費及び報酬等に関する規則」に定める会費を納めなければなら

ない。また、会員は「松並東自治会館の使用及び管理・運営規則」に定める自治会館修繕積立

基金・修繕積立金を納めなければならない。 

 

（会費の余剰金） 

第３３条 会費の収支に余剰金が生じた場合、その余剰金は翌年度に繰り越す。 

 ２．余剰金は、自治会館の修繕積立金に流用することができる。 

 

（帳簿類の作成、保管） 

第３４条 理事は、会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳簿を作成して保管し、会員又は利害

関係者の正当な理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければなら

ない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 

２．理事は、会員名簿を作成して保管する。又、理事及び監事は会員名簿を以下の目的の範囲

内で利用できるものとする。 
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（１）総会の開催案内・議事録及び役員会議事録の送付、その他町内会の連絡 

（２）災害等の緊急時の連絡 

（３）町内会が、法令・会則等に基づいて行う業務 

 

第５章 雑則 

（会長の勧告及び指示等） 

第３５条 会員が、法令、会則等に違反したとき、又は本町内会区域内における共同生活秩序を

乱す行為を行ったときは、会長は、役員会の議決を経てその会員に対し、その是正等のため必

要な勧告又は指示もしくは警告を行うことができる。 

２．前項の会長による是正策にもかかわらず会員に改善がみられない場合には、速やかに自治

体及び警察など関係各機関への通報を行うことができる。 

 

（会則外事項） 

第３６条 本会則に定めのない事項については、関係する法令の定めによる。 

２．法令又は会則のいずれにも定めのない事項については、総会の議決により別に規則を定め

ることができる。 

３．ただし、急を要する事項又は軽微な事項については、役員会の議決を経て、細則等を定め

処理することができる。この場合、会則・規則の変更、新たな規則の制定又は細則のまま運

営することのいずれかに関して、次年度定時総会又は臨時総会の議決を得なければならな

い。 

 

附則 

１．本会則は、平成２７年７月１日から施行する。 

 平成２８年９月２５日改定・平成２８年１０月１日より施行 

 平成２９年４月２３日改定・平成２９年４月２３日より施行 

 平成３１年４月２１日改定・平成３１年４月２１日より施行 

 令和６年４月２１日改定・令和６年４月２１日より施行 
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図１ 松並青葉東町内会 区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

★ 自治会館 
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図２ 松並青葉東町内会 班構成図 

 

ゴミ集積所・班番号 

   班数 ：●● 班 

   矢印は回覧順序

 

1

2

4

5

6

9

11

12

13

20

14
15

16

17

3

8

19

10

18

7

21

22

23

本班構成図は、平成28年度後期の役員会で検討し、掲載する。 ※ 
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図３ 松並青葉東町内会・執行部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


